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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 に 関 す る 緊 急 要 望   
  

  

現 在、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 拡 大 （第 ５ 波） が、 長 期 間 に わ たっ て 続 い て お り、 今 月 １ 

日 に は、 大 阪 府 と し て は 過 去 最 多 と な る ３ ０ ０ ４ 人 の 感 染 者 数 が 確 認 さ れ た。   

ま た、 感 染 力 の 強 い デ ル タ 株 へ の 置 き 換 わ り 等 の 影 響 も あ り、 い ま だ に 感 染 拡 大 の ピー ク ア ウ 

ト が 見 え て こ な い 状 況 に あ る。   

医 療 提 供 体 制 に つ い て は、 府 内 医 療 機 関 （９ 月 ５ 日 時 点） に お け る 重 症 病 床 確 保 数 ５ ８ ９ 床 の 

使 用 率 が ４ ５ ％、 軽 症 中 等 症 病 床 確 保 数 ２ ６ ６ ９ 床 の 使 用 率 が ８ ３. ３ ％ と 危 機 的 な 状 況 と なっ て 

い る。   

こ の 感 染 拡 大 を 収 束 に 向 か わ せ、 必 要 な 医 療 提 供 体 制 を 確 保 す る こ と に よ り、 府 民 の 命 と 健 康 

を 守 る た め、 下 記 事 項 に つ い て 強 く 要 望 す る。   

  

  

記   

  

  

１ 　 府 内 の 病 床 使 用 数 と 感 染 者 数 の 現 状 を 考 慮 し、 今 月 １ ２ 日 ま で と さ れ て い る 大 阪 府 へ の 緊 急 

事 態 宣 言 期 間 に つ い て、 再 延 長 を 国 へ 求 め る こ と。   

  

２ 　 ワ ク チ ン 接 種 を 効 果 的 に 促 進 し て い く に あ たっ て は、 医 療 体 制 へ の 影 響 と 府 民 の 死 亡・ 重 症 

化 を 防 ぐ こ と を 優 先 目 標 と し、 現 在、 重 症 者 の 多 く を 占 め て い る ４ ０ 代 か ら ６ ０ 代 ま で の 年 齢 



層 を 主 た る ター ゲッ ト 層 と し、 府 の 接 種 会 場 に お い て、 そ の 年 齢 層 の 優 先 枠 を 設 定 す る な ど に 

よ り、 重 症 化 リ ス ク の 高 い 年 齢 層 の 希 望 者 へ の 早 期 接 種 と 接 種 率 向 上 の 促 進 に 取 り 組 む こ と。 

ま た、 そ の 際 に は、 予 約 し や す い 工 夫 を 検 討 す る こ と。   

  

３ 　 府 が、 イ ン テッ ク ス 大 阪 で 開 設 の 意 向 を 示 し て お ら れ る 「臨 時 医 療 施 設」 に つ い て、 医 療 人 

材 を 確 保 す る こ と や 施 設 環 境 を しっ か り と 整 備 す る こ と へ の 十 分 な 予 算 を 確 保 し、 運 営 可 能 な 

病 床 数 か ら で も 運 用 が 始 め ら れ る よ う、 早 期 の 開 設 に 向 け て 取 り 組 む こ と。 な お、 本 事 業 や 本 

予 算 の 内 容 に つ い て は、 議 会 側 へ 丁 寧 に 説 明 を 行っ て い た だ く こ と。 ま た、 ホ テ ル 等 の 施 設 に 

ご 協 力 い た だ い て い る 宿 泊 療 養 に お い て、 そ の 期 待 さ れ て い る 役 割 が 十 分 に 果 た さ れ る よ う 再 

点 検 を 行 い、 充 実 に 向 け て 取 り 組 む こ と。   

  

４ 　 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 地 方 創 生  臨 時 交 付 金 （事 業 者 支 援 交 付 金） を 積 極 的 に 活 用 し、 長 

引 く コ ロ ナ 禍 の 影 響 を 受 け て 経 営 状 況 が 悪 化 し て い る 業 界 （例 え ば、 イ ベ ン ト 業 や ア パ レ ル 

業、 等） の 事 業 者 へ の 支 援 策 を 構 築 す る こ と。   

  

５ 　  ゴー ル ド ス テッ カー を 取 得 し、 厳 格 な 感 染 対 策 に 取 り 組 ん で い る 飲 食 事 業 者 に 対 し て メ リッ 

ト の あ る 誘 客 支 援 策 を、 適 切 な タ イ ミ ン グ に お い て 実 施 で き る よ う、 効 果 的 な 方 策 を 検 討 す る 

こ と。   

  

６ 　 府 立 学 校 の 臨 時 休 業 が 増 加 し て い る こ と や、 度 重 な る 臨 時 休 業 な ど が 起 こっ て い る 現 状 を 受 

け、 児 童・ 生 徒 の 学 び と 健 康 を 守 る 観 点 で、 よ り 一 層 の 取 組 み を 推 し 進 め る こ と。 ま た、 府 立 

高 校 入 試 に お い て、 受 験 生 が コ ロ ナ 陽 性 者 や 濃 厚 接 触 者 に なっ た 場 合 で も、 受 験 機 会 を 失 う こ 

と が な い よ う、 今 か ら 対 応 策 を 検 討 す る こ と。   

  

７ 　 府 管 轄 の 保 健 所 が 保 有 す る 新 型 コ ロ ナ に 係 る 自 宅 療 養 者 の 住 所 や 氏 名 な ど の 個 人 情 報 を 管 内 

の 市 町 村 に 提 供 す る こ と に よ り、 市 町 村 が 自 宅 療 養 者 の 健 康 状 態 の 確 認 や 生 活 面 の 支 援 が で き 

る よ う な 体 制 を 構 築 す る こ と。 ま た、 府 内 で 新 規 陽 性 者 が 集 中 す る 大 阪 市 保 健 所 を は じ め、 業 

務 が ひっ 迫 し て い る 保 健 所 に 対 し て、 府 民 の 命 と 健 康 を 守 る と い う 観 点 で、 府 と し て 積 極 的 な 

支 援 を 行 う と と も に、 業 務 の 外 部 委 託 等 の 活 用 に よっ て、 負 担 軽 減 を 図 る こ と。   

  

８ 　 人 流 抑 制 や 感 染 拡 大 防 止 に 向 け た よ り 強 い 措 置 を 採 り 得 る よ う、 外 出 制 限 （ロッ ク ダ ウ ン） 

等 の 「有 事 法 制」 の 整 備 に 向 け た 議 論 を 早 急 に 進 め る よ う、 国 に 求 め る こ と。   


